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5/15 第 27 回未来投資会議 議事録 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領 ） 

1．開催日時：2019 年 5 月 15 日（水）17:15～18:15 

2．場 所：官邸４階大会議室 

3．出席者： 

安倍 晋三 内閣総理大臣 

麻生 太郎 副総理、財務大臣 

茂木 敏充 経済再生担当 兼 全世代型社会保障改革担当 
兼 内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

菅 義偉 内閣官房長官 

世耕 弘成 経済産業大臣 

石田 真敏 総務大臣 

柴山 昌彦 文部科学大臣 

根本 匠 厚生労働大臣 

平井 卓也 情報通信技術（IT）政策担当  
兼 内閣府特命担当大臣（科学技術政策） 

片山 さつき 内閣府特命担当大臣（規制改革） 

金丸 恭文 フューチャー株式会社 代表取締役会長兼社長 グループ CEO 

五神 真 東京大学 総長 

櫻田 謙悟 SOMPOホールディングス株式会社  
グループCEO代表取締役社長 社長執行役員 

志賀 俊之 株式会社INCJ 代表取締役会長、 
日産自動車株式会社 取締役 

竹中 平蔵 東洋大学教授、慶應義塾大学名誉教授 

中西 宏明 一般社団法人日本経済団体連合会会長、 
株式会社日立製作所取締役会長 執行役 

南場 智子 株式会社ディー・エヌ・エー 代表取締役会長 

小林 喜光 三菱ケミカルホールディングス取締役会 会長 

翁 百合 株式会社日本総合研究所 理事長 

三村 明夫 日本商工会議所会頭 

神津 里季生 日本労働組合総連合会会長 

鳥澤 加津志 株式会社CKK代表取締役（日本商工会議所推薦） 

土屋 恵一郎 明治大学学長 
日本私立大学連盟常務理事 

  
（議事次第 ） 

１．開会 

２．議事 

 （１）全世代型社会保障における高齢者雇用促進及び中途採用・経験者採用促進 

 （２）成長戦略総論の論点 

３．閉会 

 
（配布資料 ） 

資料１ 高齢者雇用促進及び中途採用・経験者採用の促進 

資料２ 今夏の成長戦略のとりまとめの方向性 
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資料３ 基礎資料  

資料４-１ 中西議員提出資料 

資料４-２ 中西議員提出資料 

資料５ 神津会長提出資料 

資料６ 経済産業大臣提出資料 

資料７ 厚生労働大臣提出資料 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○茂木経済再生担当大臣 

 ただいまから「未来投資会議」を開催いたします。 

 本日は、最初に、全世代型社会保障における、高齢者雇用促進及び中途採用・経験者採用促

進について、御議論をいただきます。その後、成長戦略総論の論点について、御議論いただき

たいと思っております。 

 また、本日は、雇用問題の関係で、連合の神津会長、中小企業経営者の鳥澤CKK代表取締役に

も御出席をいただいております。ありがとうございます。 

 それでは、本日、１つ目のテーマ、高齢者雇用促進及び中途採用・経験者採用促進につい

て、議論を始めたいと思います。 

 まず事務方から、論点メモについて、説明をしたいと思います。 

 

○新原代理補 

 資料１をごらんください。 

 １ページ、70歳までの就業機会確保です。 

 ３つ目の○、65歳までと異なり、それぞれの高齢者の特性に応じた活躍のため、採り得る選

択肢を広げる必要があります。このため、多様な選択肢を法制度上許容します。 

 具体的には３つ目の○ですが、定年廃止、定年延長、継続雇用といった、65歳までの選択肢

に加え、他企業への再就職、フリーランス契約、企業支援、社会貢献活動参加への支援といっ

た、幅広い選択肢を用意し、労使で話し合うスキームとします。 

 ２ページをごらんください。法律については、２段階に分けて、第１段階の法律について

は、70歳までの就業機会の確保の努力を促す法案とし、義務化を行いません。その上で、第１

段階の就業機会確保の実態を踏まえて、第２段階の担保措置つきの法改正を検討します。 

 前回も総理から御発言がありましたが、年金支給開始年齢の引上げは行いません。 

 第１段階の法案については、労働政策審議会の審議を経て、来年の通常国会への提出を目指

します。 

 ３ページをごらんください。与党、自民党でも検討が行われていますが、地方への専門管理

人材供給の新たな仕組みづくりについて、明記しています。 

 以上でございます。 

 

○茂木経済再生担当大臣 

 ありがとうございます。 

 それでは、このテーマに関しまして、中途採用・経験者採用協議会の共同事務局長でもあり

ます世耕経産大臣から、中途採用・経験者採用促進の提言について、説明をいただきたいと思

います。 

 

○世耕経済産業大臣 

 資料６の表紙をあけていただいて、１ページ目をごらんください。 
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 中途採用・経験者採用の促進に向けて、安倍総理の御指導のもと、根本厚生労働大臣と私を

事務局長として、中途採用・経験者採用協議会を開催いたしました。 

 第１回協議会では、大企業の経営者の皆さんに、第２回の協議会では、中小ベンチャー企業

の経営者の皆さんにお集まりをいただき、中途採用・経験者採用を拡大していくための取組の

紹介や、御提案をいただいたところであります。 

 その中で、大企業の経営者からは、第１に、専門人材について、能力に応じた評価・処遇制

度の整備が必要である。多様な採用形態と公平な評価・処遇に向けた取り組みが必要であると

いう御指摘がございました。 

 第２に、産業界と大学が連携したリカレントプログラム開発や、社会人が受講しやすい環境

整備などのリカレント教育への取組が必要などの御提案をいただきました。 

 また、中小ベンチャー企業からは、兼業・業務委託契約など、多様な採用形態と人材の受け

入れの整備が必要。 

 子連れ出勤制度、テレワークなど、個々人の事情に応じた柔軟な勤務環境の整備が必要。 

 大企業における出戻り制度の導入や、副業解禁などによる人材交流が必要。 

 中小企業への人材供給や地域の拠点大学が参画した、学び直しの促進などの取組が重要など

の御提案をいただきました。 

 厚生労働省をはじめ、関係省庁とも協力をしながら、中途採用・経験者採用の促進に向けた

取組を進めてまいりたいと思います。 

 

○茂木経済再生担当兼全世代型社会保障改革担当兼内閣府特命担当大臣（経済財政政策）  

 それでは、民間議員から発言をお願いしたいと思いますが、最初に、中西議員にお願いした

いと思います。 

 お手元に経団連と大学関係者で取りまとめられました、資料４－２の採用と大学教育の未来

に関する産学協議会の共同提言も配付されておりますので、御参照ください。 

 また、本日は、この関係で、日本私立大学連盟の常務理事であり明治大学学長の土屋恵一郎

先生にも御出席いただいております。ありがとうございます。 

 中西議員、お願いいたします。 

 

○中西議員 

 ありがとうございます。 

 私どもは、世の中の変化が激しい中で、最初に、採用問題から論を発したわけでございます

けれども、そのバックグラウンドは、今、世耕大臣が言及されたような、働き方の多様性とい

いますか、会社の仕組みとして、従来、高度成長期にしっかり機能していた仕組みがどこまで

本当に有効なのか、見直すべき時期に来ているのではないかということです。その認識のもと

に立ちまして、ある意味で、日本型の雇用慣行が必ずしも万能ではない。特に終身雇用という

のは、いろいろと見直すべき点も出てくると考えています。 

 そういう意味では、定年の引上げなど、いろいろ議論はございますけれども、高齢者の就業

機会の確保は、こういう世界の中では当然だと思う一方、多様性ということが非常に重要でご

ざいますので、法制度でがちがちに縛るというやり方よりも、いろいろな意味で企業のあり方

そのものを見直していく過程の中で、制度も同時に考えていきたいと思っております。 

 採用の議論は、今、茂木大臣からも御紹介がありましたように、大学と経済界とが直接話を

する産学協議会ということで、スタートさせていただきました。多少厚めの話がここにござい

ますけれども、要約版が資料４－１でございます。 

 企業側のいろいろな思いを大学との間でお話をいたしました。実はこれは驚いたのですけれ

ども、経済界と大学の直接対話というのは、今までしたことがないそうで、必ず文科省が仲介

するというか、中教審が入るということだったようです。会合では、極めて率直な御意見がた
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くさん出ました。言ってみれば、オブリゲーションなしで、幾らでも言ってくださいという、

そういう話ができております。 

 これは中間取りまとめで、さらに具体的にいろんなところで展開していかなければいけない

ということでございますが、採用の問題だけではなくて、大学教育、しかも、最初の卒業だけ

ではなくて、リカレント教育ということをやろうとすると、企業が何を期待しているのかとい

うことも、非常に深い議論ができまして、また、例えば文科系と理科系と峻別するのは、時代

遅れではないかとか、そういう議論をしますと、大学側も実はそういうことを考えている。だ

けれども、今、こういうことがボトルネックで、ああいう観点が問題だというような、いろい

ろな話が発展してございます。 

 そういう中で、分厚めの資料で申し上げますと、最後に、政府への要望事項ということで、

12ページでございますけれども、具体的に今までの大学の基準、考え方を相当改めなければい

けないというお話とか、データサイエンスみたいなことは、文科・理科の共通の課題ではない

かとか、あるいは大学は財政負担の問題を相当深刻に考えていますから、もっと企業から寄附

も含めた仕組みを充実できないだろうかとか、そういうことをやっていくと、地方創生も継続

的にできる、そういう御提案にしてございますので、ぜひ多面的な検討をただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

 

○茂木経済再生担当大臣 

 土屋学長から、何かございますか。 

 

○土屋学長 

 今、中西会長から御発言をいただきましたので、私から特段につけ加えることはないのです

けれども、新卒一括採用につきましては、経団連とも話はほぼ合意点に達しまして、一定のル

ールや役割を認めながら、同時に、学生の自由で主体的な選択を可能とする複線的な採用形態

をとるほうがいいのではないのかということで、一致いたしました。 

 今まで経団連と大学側は、直接のメッセージを交換する場所がなかったものですから、幸

い、今回、中西会長の新卒一括ルールをめぐる御発言をきっかけに、就職採用問題について議

論することができました。そこで合意したのは、確かに新卒一括採用という１つのルールだけ

で、今後対応していくことは限界がきているという点であります。その意味では、新卒一括採

用以外の方法も含めた、多様なルールを採用すべきではないのか。つまり１ルールでは、我々

は、もはやこれから学生の多様な形態に即した採用形態をとることはできないけれども、しか

し、ノールールでもないということについて一致をしたと思っております。 

 また、この問題について、労働経済学者であり、慶應義塾大学の前塾長、また私大連の前会

長であった、清家篤先生から「もう一度、新卒一括採用ルールの意義を強調してほしい。」と

いうお話がありました。まず、日本における若年失業率の低さに関し、新卒一括採用ルールは

非常に大きな意味があった。2017年のOECDのデータを見ても、若年失業率は、日本が圧倒的に

低く４％台です。５％以下は日本だけであり、10％以下は、ドイツとアイスランド、イスラエ

ル、アメリカだけです。あとは、ほとんどが10％、20％という高い失業率となっています。そ

のことに関して、清家先生からは「まさに新卒一括採用ルールが、日本の若年失業率の低さに

貢献しているのであり、ぜひこの点も強調してほしい。」とのお話をいただいています。この

観点についても、ぜひお含みおきいただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○茂木経済再生担当大臣 

 ありがとうございます。 
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 それでは、引き続きまして、神津会長、鳥澤代表取締役から、御発言いただきたいと思いま

す。 

 神津会長、お願いいたします。 

 

○神津会長 

 ありがとうございます。 

 要旨を資料５に記載しておりますので、御参照いただければ幸いです。 

 意欲ある高齢者が年齢にかかわりなく働き続けることのできる環境整備は、非常に重要であ

り、公的年金の支給開始年齢の引上げは行わないことを前提とした今回の議論は、歓迎したい

と思います。そして、これまで以上に安心して仕事ができる安全な職場環境の確立とともに、

賃金や雇用の質などのディーセント・ワークの確保が不可欠であることを、申し述べておきた

いと思います。 

 その上で、４点、申し述べたいと思います。 

 １点目でありますが、雇用形態にかかわりなく、希望者全員が65歳まで働くことができる環

境の整備が必要であるということであります。同一労働同一賃金に関する法律への対応が確実

に実施をされて、不合理な待遇差を確実に是正すべきであることは、言うまでもありません。

また、家族の介護などで、就労ができないものへの対応も不可欠であります。 

 ２点目でありますが、高齢労働者の安全と健康の確保であります。加齢とともに、身体各部

の機能及びそれらを統合する機能は低下します。こうした心身の変化や年代ごとの労災発生状

況などを、医学的・統計的見地から改めて分析をし、労働時間や作業負荷の低減や転倒リスク

等の対策を図ることなどが不可欠であります。 

 ３点目ですが、フリーランスなどの法的未整備分野への迅速な対応であります。65歳以降の

働き方として、フリーランスも選択肢にあるわけでありますが、一方で、フリーランスは、労

働基準法や労働安全衛生法などが適用されず、働くものが保護されていないことは、かねてか

ら指摘をされているところであり、65歳以前の働き方においては、その解消を図ることが不可

欠であることに言及をしておきたいと思います。 

 ４点目ですが、後ほど議論になります、成長戦略総論の論点についてであります。日本型の

雇用慣行については、雇用の安定や一貫した社内教育の充実を可能とする長所を本来有してお

ります。その強みを取り戻し、広げていくという観点も重要だと考えます。 

 兼業・副業につきましては、労働時間の通算などの課題も多く、それらの克服なしに、政府

が旗を振るべきものではないということも、意見として申し上げておきたいと思います。 

 以上であります。 

 

○茂木経済再生担当大臣 

 ありがとうございます。 

 鳥澤代表取締役、お願いいたします。 

 

○鳥澤代表取締役 

 きょうは、ありがとうございます。 

 きょうの資料を見せていただきましたが、働く意欲ある、経験ある高齢者の方が、その能力

を十分に発揮できる環境を整備するということは、人手不足に苦労している中小企業として

は、前向きに取り組むべきだと考えております。 

 ただ、中小企業は、産業構造の下層に位置することが多いので、マンパワーを必要とする職

種が多いのが特徴でございます。つまり合理化が難しいということと同時に、人手不足が売り

上げに直結するということでございますので、雇用促進は重要だと考えております。 

 今回、示された方針の中で、７つのイメージがございますが、その中で気づいた点を申し上
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げさせていただきますと、１つ目は、高齢者の個人差をどのように考えるかという点です。高

齢者は、もちろん働きたいという意欲はあっても、健康の問題だったり、逆に意欲の問題があ

るので、個人差が大きいという現実もありますので、一律にそれまで働いていた企業で継続雇

用できるかというと、厳しいのではないかということを想定してございます。 

 例えば中小企業では、単一業務の企業が大変多いです。単一業務というのは、例えば運送会

社で言えば、配送員しかいない。そうなると、間接部門の人員がないので、配置転換が非常に

難しいというのが、中小企業の特徴でございます。したがって、健康状態等による適用除外は

第２段階からと書いてございますが、最初の段階から、この問題は表面化してくるように思い

ますので、計画段階から配慮が必要だと考えてございます。 

 ２つ目に、事業主の計画策定というものがございましたが、中小企業は、必要だと判断すれ

ば、すぐ実行するというのが長所である反面、ゼロからの計画書の作成等は、人材等の問題か

ら、なかなか難しいということがございます。一律の高齢者雇用の実施ではなく、従来のよう

に、大企業、次に中小企業の実施のほうが、現実的ではないかと思う点がございます。今後の

議論の中で、中小企業の生の声を十分に反映していただいて、一律の継続雇用年齢引上げでは

なく、企業の実態を踏まえつつ、社会全体で活躍していくことを期待してございます。 

 雇用という面では、高齢者雇用と同様に重要なのが、新卒採用でございます。現状は大企業

の一括採用の時期が終わると、中小企業の就活というのが、現在の流れでございます。一括採

用が廃止となると、大企業が通年採用になってくれば、中小企業の入り口が閉められてしまう

という問題がございます。先ほど申し上げたように、中小企業はマンパワーを必要としますの

で、人員の確保が難しいことは、イコール売り上げの確保が厳しいという面がございます。で

すから、先ほど土屋学長から、１ルールではなく、ノールールでもないという言葉がございま

したように、ある程度の一定のルールを残していただきながら、高齢者雇用も含めて、経験者

の採用には、中小企業が必須でございますので、実情を考えながら、多角的な視点から検討が

なされるように、お願いをするところでございます。 

 以上でございます。 

 

○茂木経済再生担当大臣 

 ありがとうございます。計画書の作成が非常に負担になるということで、先ほどの論点の中

でも、必ずしも全員に義務づけるのではなくて、必要があると認める場合には、計画書をつく

ってもらうという方向で、検討したいと考えております。 

 あらかじめ、御発言希望をいただいております閣僚から、順次、御発言をいただきたいと思

いますが、根本大臣からお願いいたします。 

 

○根本厚生労働大臣 

 それでは、私から御説明いたします。 

 資料７の１ページをごらんいただきたいと思います。2040年の人口構造に対応し、我が国の

成長力を確保するためにも、より多くの人が意欲や能力に応じ、より長く活躍できる環境整備

が必要であります。 

 このため、個々の高齢者の多様性を踏まえ、70歳までの制度では、従来の65歳までの雇用の

確保措置に加えて、新たにグループ企業以外への再就職や起業の実現支援、社会貢献活動への

従事など、企業が採り得る選択肢を拡大したいと考えています。 

 同時に、高齢者の活躍を促進する環境整備として、70歳までの就業機会を確保する措置を実

施する企業や、高年齢労働者の労働災害リスク要因に対応する企業への支援、高齢期を見据え

たキャリア形成支援などに取り組んでまいります。 

 ２ページをごらんいただきたいと思います。人生100年時代に向けて、中途採用の拡大や副

業・兼業の促進に向けた環境整備が重要であります。 



7 
令和元 年第 27回未来投資会議 

 

 中途採用の拡大については、先月、中途採用・経験者採用協議会を開催し、育児・介護等で

退職した従業員の再雇用制度などの先進事例を企業経営者から直接伺いました。さまざまな立

場の方が、個々の事情に応じて、多様な働き方を選択できるよう、中途採用の拡大に向けた環

境整備を進めてまいります。 

 副業・兼業の促進に向けては、ガイドラインやモデル就業規則の周知に取り組むとともに、

複数の事業主のもとで働く場合における、健康確保の充実と労働時間管理の在り方などについ

て、検討を進めてまいります。 

 ３ページをごらんいただきたいと思います。就職氷河期世代への支援については、先月の経

済財政諮問会議で、厚生労働省の取組として、就職支援の充実・職業的自立の促進、生活支援

等の充実強化、社会保険の適用拡大、この３つの柱をお示しいたしました。 

 今後、政府全体で取りまとめる３年間の集中プログラムに、実行的な政策を盛り込めるよ

う、先月、私自身も、郡山のひきこもりやニートの方の就労自立支援を行うNPO法人を視察いた

しました。自立支援に向けた息の長い取組の重要性や、地元の中小企業が支援に協力する出口

一体型の取組が印象に残りました。今後も現場の声を聞きながら、実効ある施策になるよう、

検討を進めてまいりたいと思います。 

 ４ページをごらんいただきたいと思います。より多くの人がこれまでより長く、多様な形で

働く社会、高齢期が長期化する社会を見据え、人生100年時代へ向けた年金制度改革に取り組み

ます。具体的には、多様な就労を年金制度に取り組む被用者保険の適用拡大と、就労期の長期

化による年金水準の充実、これを２つの大きな柱として、改革を進めてまいります。この年金

制度改革は、先ほど御説明いたしました、高齢者雇用の促進、就職氷河期世代対策において

も、重要な役割を果たします。 

 本日いただいた御意見もしっかりと踏まえ、関係大臣と連携しながら、改革を前に進めてい

きたいと考えております。 

 以上であります。 

 

○茂木経済再生担当大臣 

 ありがとうございます。 

 柴山大臣、お願いいたします。 

 

○柴山文部科学大臣 

 経団連と大学の貴重な中間取りまとめと共同提言は、しっかりと踏まえさせていただきたい

と思います。 

 特にリカレント教育の推進や大学院教育の充実、大学教育の質の保証システムの在り方の検

討や学修成果の可視化の促進、学部・研究科等の組織の枠を超えた学位プログラムの制度化に

係る速やかな法令改正、全学部生がAIの基礎知識を学ぶ教育、AIを他の専門分野に応用する分

野横断的教育の推進、大学への寄附の促進、地方創生に向けた地方大学の活性化などに取り組

んでまいります。 

 また、今回のテーマにとっても重要なSociety5.0の実現や地域活性化に向けて、先端技術の

活用やICT環境整備等によるSociety5.0に向けた人材の育成、教育研究基盤、ガバナンスや研究

力強化など、高等教育機関での教育研究改革の一体的推進、スポーツ・文化芸術による経済好

循環や地域活性化などにしっかりと取り組んでまいります。 

 以上です。 

 

○茂木経済再生担当大臣 

 ありがとうございます。先ほど中西議員から御説明いただきました、12ページの４点につい

ても、そのとおりにやっていただけるということで、大変意を強くしているところでありま
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す。 

 第一のテーマにつきまして、ほかに議論はございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、次のテーマに入りたいと思います。次回の未来投資会議では、成長戦略実行計画

案の議論を行う予定でありますが、本日は、成長戦略の総論の部分の論点について、御議論を

いただきたいと思っております。 

 基礎資料と論点メモにつきまして、事務方から説明したいと思います。 

 

○新原代理補 

 資料２をごらんください。 

 ２つ目の○でございますが、本会議では、９回にわたって、各テーマについて、議論を行っ

てまいりました。本日は、このような各論の前に、総論として、どのような考え方を明記する

かが論点になります。 

 もう１つの資料でございます、資料３がございます。そちらの表紙をお開けいただきたいと

思います。基礎データを御紹介いたします。 

 １ページ、2001年から2007年まででは、日本の労働生産性の伸び率は、米・英に比べて低い

状況でございました。 

 ２ページをごらんください。これに対して、2011年以降は、伸び率としては、日本がG7の中

で１位となっています。 

 ３ページでございます。ただし、労働生産性の絶対値自体は、依然として低く、米国の65％

程度です。生産性は、売り値マイナスコストでございますので、日本の生産性の低さは、コス

トが高いことが原因か、それとも売り値が低いことが原因かが論点です。 

 ４ページをごらんください。マークアップ率を示しました。マークアップ率とは、製造コス

トの何倍の価格で販売ができているかです。2010年以降、米国・欧州では上昇しており、価格

がとれるようになってきています。 

 ５ページをごらんください。米国では、1980年段階では、マークアップ率の分布は１倍近傍

に集中し、価格がちょうどコストを賄う程度でした。2016年になると、右側の方向にロングテ

ールに伸びています。第４次産業革命などの結果、値段をとることができる企業が増えてきた

ことを示しています。 

 ６ページです。GAFAのようなプラットフォーム企業だけの問題かというと、米国を除いてみ

ても、マークアップ率が高い企業があらわれてきています。 

 ７ページの日本企業においては、依然として、マークアップ率が低い状況であります。 

 ８ページをごらんください。米国のマークアップ率を見ると、情報通信業は、コストの２倍

以上の価格づけであり、最も低い小売業でもコストは賄えています。 

 ９ページの日本企業を見ると、非鉄金属から右側は１倍以下で、コストさえ賄え切れていま

せん。日本の生産性上昇の課題は、高付加価値化であるということを示しております。 

 ページが飛びまして、12ページまで行きます。ハーバード、スタンフォード、MITなどが共同

でつくっている企業データベースを活用した分析です。生産性を決定するのは、ITの投資金額

よりも経営の質であることが示されています。 

 13ページです。経営の質を比較すると、日本のスコアが悪いのは、成果に基づく処遇である

ことがわかります。 

 14ページです。第４次産業革命に伴う労働市場の両極化の問題です。米国では、中スキルの

製造・販売・事務といった職が減り、低賃金の介護・清掃、高賃金の技術・専門職が増えてき

ています。 

 15ページです。日本でも両極化が発生し始めています。 

 16ページです。その結果、日本でも300万から700万円までの中間所得層が減少し、200万円未

満の低所得層と700万円以上の高所得層が増加しています。 
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 17ページです。業種で見ると、流通・製造といった就業者数が減り、介護が増加しています

が、右側の情報通信・技術といった分野は、日本の場合には、伸びが大きくありません。 

 18ページ、19ページをごらんください。第４次産業革命の結果、大学院卒の賃金にプレミア

ムが発生するようになっています。 

 20ページは、賃金プレミアムが発生している分野です。学部卒を０％とし、修士卒、博士卒

のプレミアムを見ると、心理学、コミュニケーション、芸術、理科系では物理学といった、基

礎的・本質的な分野に発生しています。AIと組み合わせたとき、基礎的な部分が問題になるこ

とを示しています。 

 １ページ飛ばして、22ページをごらんください。イノベーションは、ベンチャー企業を育成

し、新規上場させればいいと考えられてきました。左側が示すように、2016年では、日本の新

規上場数は、アメリカを上回りました。なぜ米国の新規上場数が減少しているかというと、上

場よりも大会社に買ってもらったほうが、懐妊期間の長い技術開発をしやすいからでありま

す。そうなると、大会社のbehaviorが重要になってまいります。 

 23ページです。再びマークアップ率ですが、価格競争をしている状況では、投資は大きくな

く、マークアップ率が２くらいの安定的企業が、最も投資が大きくなります。 

 24ページ、25ページは、折れ線が国の労働生産性の伸び率ですが、要因分解すると、赤の新

規上場企業よりも、青の既存企業の要因が大きいことがわかります。24ページは米国、25ペー

ジは日本ですが、同じ傾向です。 

 26ページです。日本企業の年齢は長く、イノベーションの障害になるとの見解があります

が、27ページを見ると、米国では、社歴が長いほど利益率が高い、これは大会社が新たな分野

を積極的に手がけ、ベンチャーを買収することで成長していることを示しています。 

 28ページも同様です。日本では、多角化度が高くなるほど、営業利益率が低くなりますが、

米国では高くなります。これは既存企業が内部の経営資源を新たな分野に投資することで、成

果を上げていることを示しています。 

 １ページ飛ばして、30ページです。日本企業のオープンイノベーションの実施率は低いです

が、右側のとおり、課題の設定、解決とともに、大学、公的研究機関とのジョイントは、欧米

と遜色はありません。むしろ既存企業とスタートアップ企業との共同、あるいは既存企業同士

の共同といった企業間連携が、欧米より弱いことがわかります。 

 31ページ以降は、副業・兼業の資料です。 

 34ページまで飛んでいただきたいと思います。左側を見ますと、思考・分析といった高度人

材では、副業をしている人が本業での賃金でも36％高くなっています。企業の境界を低くし、

従業員に兼職させることで、本業の価値が高まることが示されています。 

 35ページです。海外では、新たな起業を行うとき、６割５分程度は兼業で起こしています。 

 36ページ以降は、第４次産業革命によるインターネットを通じた個人事業主、いわゆるギ

グ・エコノミーの登場です。高齢者ほど恩恵をあずかっています。 

 37ページは、日本の場合です。全体の７割弱が40代以上の中高齢層で占めています。ギグに

より、高齢者雇用拡大の可能性があります。 

 以上でございます。 

 

○茂木経済再生担当大臣 

 ありがとうございます。 

 今、データでさまざまな説明をさせていただきましたが、この論点につきましては、資料２

の３ページ、４ページ、５ページに、組織の変革の必要性、さらには人の変革、柔軟で多様な

働き方の拡大等々という形で、文章としても、論点としてまとめさせていただいているところ

であります。 

 それでは、民間議員の方から、順次、御意見をいただきたいと思います。 
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 志賀議員、お願いします。 

 

○志賀議員 

 ありがとうございます。 

 私は、長年、産業界において、事業会社を経営してまいりましたが、その中で、思っている

ことがあります。自分たちはライバルとの間で熾烈な競争をしながら、本質的には競争をして

いないのではないかということです。企業がすべき本質的な競争は、製品やサービスの付加価

値、バリューでの競争であると考えます。日本企業は、国内で激しい競争を環境を奏していま

す。固定費を下げ、変動費を下げ、人件費を抑制するコスト競争に明け暮れています。もちろ

んコスト競争の努力は、企業として当然であり、否定するものではありませんが、今の日本の

産業界が挑むべき競争は、他の企業といかに差別化を図り、付加価値の高い新たな製品、サー

ビスを生み出すかという競争ではないでしょうか。 

 日本の企業は、付加価値競争が苦手という面があります。特にバブル崩壊後、３つの過剰に

苦しんだトラウマから、コストを下げることで、利益を生み出すという体質がしみついてしま

っているのではないでしょうか。また、コストサイドに強い経営者が、優秀な経営者と評価さ

れる時代も長く続いてまいりました。コスト競争は人件費も抑制するので、購買力の低下か

ら、さらなる価格競争を生み出すという悪循環を引き起こしています。 

 最近、日本の労働生産性を向上させるために、コスト競争力をさらに強化すべきとの議論が

ありますが、今、日本が取り組んでいくことは、イノベーションを生み出し、他社と差別化を

し、付加価値を生み出す競争だと信じます。まさに時代は、第４次産業革命に突進していま

す。イノベーション創出力が企業競争力の源泉になりつつあります。そのために、多様性を重

んじ、オープンイノベーションで、リスクをとってチャレンジする経営、コスト競争から付加

価値を生み出すバリュー競争への転換が問われているのではないでしょうか。 

以上です。 

 

○茂木経済再生担当大臣 

 翁会長、お願いいたします。 

 

○翁会長 

 労働供給制約に直面している日本が、持続的に経済成長を実現していくためには、停滞して

いる生産性の向上が何より重要だと思います。そのためには、データ活用、AI活用、IT化など

のデジタリゼーションを企業経営者が本格活用して、付加価値の高い製品、サービスを創出す

ることが鍵だと思います。 

 ただ、その実現には、日本企業に多い閉鎖的で自前主義のビジネスモデルの改革が必要だと

思います。例えば自動運転やシェアリングサービスを考えましても、デジタリゼーションを本

格活用した、クリエイティブで高付加価値のサービスや製品の提供は、オープンイノベーショ

ン、他企業との連携やM&Aなど、オープンで新しいビジネスモデルによって、初めて実現できる

と思います。これによって、当然各業界の再編も進むと考えられますが、政府としては、そう

したダイナミックな環境にふさわしい規制の改革やイノベーションを加速するような競争環境

の整備に、スピード感を持って取り組む必要があると思います。 

 金融市場からの企業に対する、企業価値向上の動機づけも重要だと思います。例えば市場コ

ンセプトが曖昧な東証一部、二部の市場区分の見直し、成長可能性の高いベンチャー企業に広

く資金調達の機会を提供すること、さらにマザーズ市場への機関投資家の参入促進や他市場か

らの移行基準の見直しなどにより、既存の上場企業がビジネスモデルの改革やさらなる企業価

値向上を動機づけられるような資本市場に向けた改革も求められると思います。 
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○茂木経済再生担当大臣 

 ありがとうございます。 

 小林会長、お願いいたします。 

 

○小林会長 

 私も企業変革と新規事業創出、生産性向上について、お話しをさせていただきます。 

 現在、国内のアクティビストやディストレスファンドなど、資本の論理を前面に出した人々

が、改めて日本企業の価値や効率の向上に焦点を当て、一方、内部におきましては、ミレニア

ル世代に象徴される根本的な価値観の転換が生じております。この世界の大きな変革の中で、

日本企業は人的資本としての人と、ガバナンスを中心とした組織のスピード感ある変革が迫ら

れております。そして、既存の業態の枠を超え、新たな価値を提供するビジネスの早期創出が

求められております。 

 当社も環境問題など、社会性を踏まえ、炭素繊維や生分解性樹脂、次世代ヘルスケアやアグ

リビジネス、有機太陽電池や5G用化合物半導体結晶など、新規事業に既に10年来、挑んではき

ているのですが、総じて収益化が困難なのが実態でございます。研究開発から事業化まで、全

て自前で育てるということには限界があり、RDのみをオープン化したり、シーズ段階で大学や

ベンチャーと組んだりするだけでは、状況を打開できるとは思っておりません。 

 今後は、研究開発からマーケティングまでに至るバリューチェーン全体について、ビジネス

のあらゆる機能を戦略的にオープン・クローズ化して、時間を稼ぐためにも、大企業、中小企

業、ベンチャー、大学などが機動的に連携するオープン・シェアード・ビジネス的なアプロー

チをとっていく必要があるかと思います。 

 また、企業合併やM&A、そして、停滞する事業者の退出など、新陳代謝を促進することで、過

当競争を解消し、日本企業のマークアップ率を高めて、生産性を改善することが目下最重要の

課題であり、労働市場改革やコーポレートガバナンス改革、株式の市場構造の見直しなどと一

体的に取り組んでいくべきだと思います。 

 以上でございます。 

 

○茂木経済再生担当大臣 

 ありがとうございます。 

 竹中議員、お願いいたします。 

 

○竹中議員 

 ありがとうございます。 

 生産性は重要でありますけれども、企業と政府、双方にやるべきことがあると思います。き

ょうは、企業の話が中心になっておりますが、なぜコスト競争に走ったのか。その背景には、

新規事業になかなか入っていけないという規制があったとか、そういう健全な競争環境をつく

ることが、政策としての重要な課題になるのだと思います。何といっても規制改革、それらの

中には、医師労働市場改革やコーポレートガバナンス改革も入っておりますが、この点は、ま

さに５年前のダボス会議で総理がおっしゃったことそのものだと思います。第４次産業革命で

非常にチャンスはあるのだけれども、新しいことになかなか入っていけなかった。 

 そのわかりやすい例がライドシェアなわけですが、アメリカ、中国、シンガポール、インド

ネシア、それぞれで成功事例がある。ライドシェア市場は、間もなく10兆円と言われるわけで

す。日本が早い時期に出ていて、10％、１割のシェアをとっていたならば、１兆円です。タク

シー業界の規模が1.5兆円ですから、そう考えると、非常に重要なものを逃していた可能性があ

るのだと思います。 

 こうした点を踏まえて、今回の成長戦略では、大きな目玉を２つつくる必要があると考えま
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す。両方とも健全な競争政策という観点からですが、１つは、デジタル市場のルール整備で

す。これは具体的に未来投資会議でも既に議論されていて、プラットフォーマーに関する競争

政策を議論する場を、専門家を集めて、ヨーロッパのように内閣官房に設けよう、これは重要

なことであると思います。 

 第２に、第４次産業革命推進の観点から、国家戦略特区を強化して、スーパーシティーをつ

くって、具体事例をつくる。これは片山大臣のもとに、諮問会議決定が行われておりますけれ

ども、与党の同意を得て、閣議決定をいただいて、できるだけ早くやることが必要であると考

えます。 

 この間、東南アジアのたくさんのベンチャーリストと話していたら、皆同じことを言うので

す。あす死ぬかのように生きよう。これは要するに急げということなのです。あす死ぬかのよ

うに生きようは、ガンジーの言葉なのだそうですけれども、ベンチャーリストが使っている言

葉で、やはり時間を急ぐということが、大変重要であると思います。 

 以上です。 

 

○茂木経済再生担当大臣 

 ありがとうございます。 

 中西議員、お願いいたします。 

 

○中西議員 

 既に事務局からお話が出ていましたように、これからはコストの戦いではなくて、バリュー

の戦いになる。まさにそれがお客様の求めるソリューションとか、サービスとか、結局、ハー

ドだけでもうける範囲では、おのずと限定があるということだと思います。 

 これを実際にやろうと思うと、私どもの日立の中でも、毎年１％ずつマークアップを上げて

いくという戦いで、何とか６年間成功してきて、ようやくそこそこになったというのが現状で

すけれども、やはり人の課題なのです。人がどういう格好で生き生き働いていけるか。資料の

中でもエンゲージメントをとってみると、エンゲージメントというのは、企業に対する仕事の

満足度でございますけれども、それをいかに上げていくかという、企業としては、大変重い課

題を着実にやっていくことが非常に重要でございます。そういう意味では、今回の成長戦略の

ベースが人と組織、組織は必ず人が担いますから、その２点にあるということで、大変良い方

向の議論を展開できているのではないかと思います。 

 ただ、昨年、一生懸命働き方改革をやりました。それがこういう面に本当にいきているかと

いいますと、裁量労働制の話が宿題として残ります。やる気のある人が、やる気のあるチーム

として、ずっとそれをやるわけではないけれども、健康を確保しながら、一時的には時間を気

にせず、一生懸命やるような、そういうチャンスを与えるということがあるといいと思いま

す。もう一回、働き方改革フェーズ２ということで、生産性の課題として、ぜひ一緒に取り組

んでいただきたいと思います。 

 

○茂木経済再生担当大臣 

 ありがとうございます。 

 金丸議員、お願いいたします。 

 

○金丸議員 

 ありがとうございます。 

 経営とITをデザインする仕事の経験を通じて、成長戦略について意見を申し上げます。 

大企業、中小企業、業種などの個別ごとに考えるのでなく、すべての政策が連動すべきで

す。逆を言うと連動していない政策は打っても効果は薄いという認識が必要です。 
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その上で、私の課題認識を申し上げます。 

まず、そもそも営業利益率が低い企業が多数を占めています。その結果、為替の変動、社会

の変化に資産/資本的に耐えることはできても、P/L上、変化吸収力は乏しくなります。よっ

て、思い切った投資や人件費を上げる余力もありません。 

事務局資料の4ページは同質なコスト競争による消耗戦が繰り広げられていて、他国と比較し

てマークアップ率が低く、高付加価値化が課題とあります。私もその通りだと思います。 

8ページの米国ではマークアップ率1位は情報通信業になっているにもかかわらず、9ページの

本来成長産業であるはずの日本の情報通信機械が最下位の0.84だということは付加価値のある

製品やサービスの不在を表し、クラウド化、サービス化の進展に対応できていないと言えま

す。 

では、付加価値とは何かですが、世界で高収益を上げている製造小売り業態であるZARA、ユ

ニクロ、ニトリ、ABCマートは営業益率は10％～20％ですが、付加価値としては企画力、デザイ

ン力、オリジナル性に秀でていることと、他企業に比して課題を解決するスピードが速いこと

です。 

米国で「安売り」のウォールマートは身を削る安売りではなく、中間流通を一切排除したダ

イレクト取引を貫き、リアルタイム最適補充システムを有しています。 

日本の儲かっていない企業の多くは、ペーパー、バッチ処理が中心で、意思決定のスピードが

遅く、新しい時代に対応が遅れたメカニズムの上で事業を行っています。 

競争優位に立てないのは当然です。 

日本のナショナルブランド、グローバルブランドの企業も一部を除いては低収益であり、そ

ういう企業が求めるのは調達コストの削減であることが多く、中小企業の生産性が低いという

だけではなく、TOP企業の経営改革促進は不可欠です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

付加価値の構成要素の中核がソフトウェアやデータとスピードに移る中、新しい時代の競争に

勝つための攻めのIT投資を経営トップがリードすることは極めて重要です。 

中小企業の課題は地方経済全体の課題とリンクして考えるべきです。 

日本中のLocalは、希少価値になり得る可能性を秘めており、日本の希少価値に敏感なGlobalの

ユーザーを開拓できる可能性は大きいです。さぬきうどんのグローバルコンテンツ化を見てみ

ても、Localのグローバル化が重要であり、官僚や大企業で活躍した人材の連携支援は有効だと

思います。 

もちろん、新市場や新サービスの誕生を阻む規制改革は一層強化し推進すべきです。 

  

○茂木経済再生担当大臣 

 ありがとうございます。経営人材などとして、中高年の方に、地方で新しい活躍の場をつく

るということは、夏の取りまとめでしっかりやっていきたいと思っております。 

 三村会長、お願いいたします。 

 

○三村会長 

 第４次産業革命の原動力となるAI等のデジタル技術を活用して、生産性や付加価値の向上を

図るために、企業における「組織」と「人」の変革を促進するという政策方針には大賛成でご

ざいます。 

一方、全体に底流するのは、「大企業頑張れ」という趣旨だと思っております。したがっ

て、これらは主に大企業を念頭に置いた議論であり、私の立場からすると、一部の先進的なベ

ンチャー企業の役割には言及されているものの、一般・大多数の中小企業については、積極的

な考慮はなされていないと考えております。この点は、採用をめぐる議論でも全く同様であ

り、先ほど鳥澤社長からコメントがあったとおり、中小企業の実情も踏まえて、多角的な視点

からの検討が必要であると思っております。 
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全国の働き手の７割を占め、地域経済の担い手でもある中小企業が、大企業の半分程度の低い

生産性にとどまったままでは、我が国の成長はおぼつきません。やはり、中小企業の生産性を

高めて付加価値を増加させ、賃上げを通じてその従業員や家族の消費を支え、地域経済にも貢

献するという好循環を促すことが、我が国全体の成長に不可欠であり、その実現のためにはど

うすべきかという観点を、ぜひとも成長戦略の中に常に位置づけていただきたいと思っており

ます。 

 有力な現実解の１つは、やはり取引価格の是正であります。いまひとつは、中小企業におけ

る身の丈IoTやロボットなどの普及促進であります。そのための支援策が近年強化されているこ

とには、非常に感謝しております。その結果、中小企業でも、徐々にデジタル技術の活用が進

んでおりますけれども、なお「発火点」には到達しておらず、この動きをいかに早期に広める

かが、喫緊の課題でございます。 

 中小企業の生産性や競争力には、大きな改善の余地があることは明らかであり、その担い手

として努力すべきは当然に中小企業自身と思っておりますけれども、政府ができること、大企

業ができることもたくさんあると思います。成長戦略の見取り図においては、中小企業の生産

性や競争力の改善を強力に促すための政策の視点を、ぜひとも盛り込んでいただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

○茂木経済再生担当大臣 

 ありがとうございます。今日は、成長戦略の総論部分について、いろいろと御意見をいただ

くということでありまして、これからの各論についても、今日いただいた御意見を踏まえなが

ら、まとめていきたいと思っております。 

 五神議員、お願いいたします。 

 

○五神議員 

 この１年間、世界の変化は急激になったということを実感しています。その中で、最近もの

すごくチャンスが来ていると感じることが多くなっています。まだ間に合う、今やると価値が

あることを具体的に定めて、成長戦略に書き込むべきです。その観点で、きょうは、２点、急

ぐと思うものを述べたいと思います。 

 第１は、データの整備であります。熾烈なデータ獲得競争は、既に始まっておりまして、例

えば日本の強みである材料関係のデータベースは、NIMSが先行的な取組で世界をリードしてき

ました。しかし、今、米国や欧州が数千人単位の人員を投入して、追い抜きを仕掛けてきてい

ます。良質なデータベースを作るには、意味を正しく理解してデータ化する、知的ですけれど

も、労働集約的な作業が必要です。大学院生は、データの中身を理解する貴重なマンパワーで

ありまして、例えばSINETでつないで、全国の修士、博士の院生の力を活用すれば、スピード、

規模ともに、まだ十分に対抗できます。これはデータ活用のスキル養成にも役立ちますし、さ

らに重要なことは、その作業の対価によって、彼らの生活を安定化させることができる。給付

ではなくて、対価とすることが重要です。 

 第２に、データ時代に一層重要になるのは、半導体であります。材料や製造装置、設計技

術、センサーなどの半導体関連分野は、今でも日本の強みであります。しかし、最先端の最終

製品をつくることができるファウンドリーは、ついになくなってしまいました。最先端製品と

のリンクがないと、半導体関連産業が成長できなくなってしまい、非常に危機的です。 

 一方で、日本の大学には、研究で世界をリードする、最先端のいろいろな半導体関連研究が

ありまして、世界の産学のトップに通じるネットワークもまだあります。これを活用して、海

外のメガファウンドリーと連携を図り、産業界をつなぐ仕掛けを作り、日本の優位性を維持

し、発展させるべきです。材料データ整備と半導体の出口確保は極めて重要で、今、やらなけ

れば手遅れになってしまいます。大学や大学院生を活用すべきです。 
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 なお、前半の議題であった、通年採用について、移行の在り方によっては、修士課程の大半

の間を就職活動に追い込み、大学院教育が急速に劣化することにつながりかねません。大学の

機能転換には、研究を支えている理系学生の力が鍵となるので、教育の質の維持や大学の機能

転換の足かせにならないよう、採用制度改革において修士大学院生に対する周到な戦略が必要

です。 

 以上です。 

 

○茂木経済再生担当大臣 

 ありがとうございます。 

 櫻田議員、お願いいたします。 

 

○櫻田議員 

 ありがとうございます。 

 総論の議論ということですので、事務局から提案された内容につきましては、全く賛成で

す。この中で、何をすべきか、なぜすべきかということについては、論点が出尽くしたのだろ

うと思っていますが、問題はどうやってやるかという、Howのところですけれども、ここについ

ては、やや大上段に振りかぶって言えば、民間の知恵を信じていただくこともいいのではない

か。そういった意味で、３点、民間の知恵を出させるために、検討いただきたい点がありま

す。 

 １点目は、事務局の説明にもありましたけれども、事業や企業の新陳代謝の促進です。特に

古いものの代謝の促進です。これは企業の大小や事業の大小を問わず、低収益事業をとにかく

切り出して売却する、カーブアウトする、こういったことをもうちょっと自由にできるように

ならなければいけない。経営判断でやればいいのではないかと言われますが、いろいろとルー

ルがありまして、できないこともあります。例えば解雇無効時の金銭救済とか、あるいは金融

機関の機能強化のための競争法の弾力的な適用とか、こういった早急に実現すべきルールとい

うのは、まだまだ残っていると思います。これが１点目です。 

 ２点目は、何人かの方がおっしゃっていましたが、人材の活用のための改革です。何といっ

ても、イノベーションというのは、同調性に反するものでして、いろんな人が集まっていろん

なことを言うから、イノベートするわけであります。その意味で、現在も足りないと思ってい

るのは、多様な文化や人材同士のグッドクラッシュ、知の衝突みたいなものであり、そういう

人材の流通がどうしても必要だと思います。くどいようですけれども、新卒一括採用等の日本

型雇用慣行というのは、昭和、あるいは少品種大量生産時代には大いに機能したと思います

が、既に制度疲労を起こしていると思っており、グローバルな競争で不利に働く。今、各企業

が必死になって改革をしておりますが、政府におかれましても、既に改革対象になっている制

度も含めて、そして、社会保障制度を含めて、昭和モデルを何とか令和モデルに持っていけな

いかということであります。 

 ３点目は、次元がちょっと違いますけれども、ネーミングの重要性でありまして、先ほどか

ら中途採用、既卒者採用という話が出てくるのですが、私はどうしてもキャリア採用にこだわ

っております。なぜかというと、クールビズというのは、和製用語ですけれども、今やこんな

に定着しています。同じように「おーい、お茶」もそうなのです。名前を変えただけで、６倍

売れています。本気でやろうと思っているところは、既にキャリア採用という言葉にしている

ので、何とか御一考を賜れればと思っております。つまらない話ですけれども、大事な話だと

思っていますので、申し述べた次第です。 

 以上です。 

 

○茂木経済再生担当大臣 
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 ありがとうございます。 

 お待たせしました。南場議員、お願いいたします。 

 

○南場議員 

 きょうは、総論で、何を話してもいいということですので、日ごろ思っていることをお話し

したいと思います。 

 昭和は製造の時代で、日本は大勝ちをして、相対的な地位を高めた時代でした。平成はITの

時代で、日本勢は、残念ながら、惨敗でした。そして、令和は、IoT、AIを用いて、リアルとIT

の接点で大きな変革が起きていく時代、場替えが起きるチャンスであります。平成の惨敗を繰

り返さないために、どうしたらいいのかということを考えると、ポイントは教育ではないかと

考えます。もちろん理系の教育ですとか、プログラミング教育は、既に指摘されていますが、

私が申し上げているのは、初等教育からの教育であります。日本の教育は１つの正解を言い当

てる、間違いない達人を量産するというもの。昭和の低コストで、品質が高い、均一なものを

大量に生産して立国していった時代にベストな教育制度であります。時代の要請に合った教育

になっていないということで、これが平成の時代に惨敗した１つの根底的な要因ではないかと

思っています。この時代に合ったものに、根本的な思想から変えていく必要があると考えま

す。 

 きょうは、大企業の問題のデータが多かったのですけれども、スタートアップについても、

量、質両面において更に強化することが重要だと思います。日本のスタートアップはどうして

も世界と組んで多国籍軍をつくるのが苦手で、シュリンクしていく日本市場を抜け出せずに、

閉塞感に陥っているところが多くあります。これも教育が原因であると考えています。１つの

答えを求める教育によって、自分と異なる異質な人たちと一緒になってやっていくことが苦手

だということが、根本的にあるのではないか。異質をセレブレートとして、さまざまな発想を

尊重する教育に、根本的に思想から転換するべきであると考えます。 

 あと、大企業については、ポイントはもろもろありますけれども、人材の流動化というの

は、非常に大きいポイントだと思います。１人の人間が、40年間、同じ組織で最高のパフォー

マンスを上げ続けることを前提とすることはもはや不自然。、大企業の中に固定化されている

人を意地でも引っ張り出して、違う世界で試合をする、真の流動化が必要だと思います。 

 我が社でも、例えば副業など新しい制度を取り入れていますし、我が社で活躍している人材

を外に出そうという動きも始めています。今後とも全力で取り組んでいくつもりなのですが、

政府においても、教育の改革、人材の流動化、オープンイノベーションを率先して行っていた

だきたい。例えば新卒一括採用の見直し、通年採用、経験者採用の拡大、成果に応じた処遇や

昇進、年功序列ではない昇進、副業の解禁とか、できることはたくさんあると思いますので、

ぜひ率先して取り組んでいただきたいと感じております。 

 以上です。 

 

○茂木経済再生担当大臣 

 ありがとうございます。 

 10名の民間議員の皆さんから、さまざまな御意見をいただいて、イノベーションという観点

から、非常によかったのではないかと思っております。 

 次回、具体的な議論といいますか、成長戦略の実行計画の案について御議論いただきたいと

思いますが、今日は、時間の関係で、ここまでとしまして、総理から締めくくりの発言をいた

だきたいと思います。 

 その前に、プレスが入ります。 

 

（報道関係者入室） 
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○茂木経済再生担当大臣 

 総理、よろしくお願いいたします。 

 

○安倍内閣総理大臣 

 本日は、最初に、全世代型社会保障における高齢者雇用の促進及び経験者採用促進などにつ

いて、議論を行いました。人生100時代を迎えて、元気で意欲ある高齢者の方々に、その経験や

知恵を社会で発揮していただけるよう、70歳までの就業機会の確保に向けた法改正を目指しま

す。 

 その際、本日も、中小企業を代表して、鳥澤さんからお話も御意見もいただきましたが、そ

の際、65歳までと異なり、それぞれの高齢者の特性に応じて、多様な選択肢を準備する必要が

あります。定年延長や継続雇用制度の導入に加え、他の企業への再就職や自営、起業、社会貢

献活動への支援など、幅広い選択肢を用意する考えであります。 

 まずは70歳までの雇用確保の努力を促す法案について、労働政策審議会における審議を経

て、来年の通常国会に提出できるよう、準備を進めてまいります。さらに地方への人材供給の

確保や中途採用・経験者採用の促進に向けても、しっかりと対策を講じていきます。 

 第２に、本年夏の成長戦略の取りまとめに向けて、これまで９回にわたって御議論をいただ

いた、各分野の具体策を踏まえ、基本的な考え方について議論を行いました。第４次産業革命

を最大限に生かし、我が国の生産性向上、力強い経済成長につなげるためには、経済社会シス

テム全体にわたる再構築が求められます。とりわけ、これまでの人材、技術の囲い込み型の自

前主義から、開放型、連携型のオープンイノベーションへ構造面での変革を進めていく必要が

あります。その際、労働市場の両極化が進行する中で、新たな雇用を創出するためには、創造

性などの能力を備えた人材の育成が極めて重要であると考えます。 

 働き方についても、本日、中西議員から報告がありましたが、新卒一括採用の見直しと同時

に、中途採用・経験者採用の拡大、兼業・副業の促進、個人事業主の機会の提供の拡大を図っ

ていく必要があります。茂木大臣は、世耕大臣、根本大臣など、関係閣僚の協力のもと、成長

戦略の取りまとめに向けて、最終的な調整を進めてください。 

 

○茂木経済再生担当大臣 

 ありがとうございます。 

 

（報道関係者退室） 

 

○茂木経済再生担当大臣 

 ありがとうございました。 

 それでは、本日、御議論いただきました論点と方向を踏まえまして、この夏の成長戦略の取

りまとめを行うべく、今後の議論を具体的に進めてまいりたいと思っております。 

 昨年の秋以降、これまで９回にわたりまして議論を行い、その都度、総理から御指示をいた

だいてまいりました。次回は、これらに基づいた成長戦略実行計画案について、御議論いただ

ければと思っております。 

 以上をもちまして、本日の会議、終了いたします。ありがとうございました。 

 

 


